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聴覚障害児の筆談力を高めるための指導方法

一聾学校における筆談の歴史と現状一

大城麻紀子田中敦士

Studyonateachingmethodtoenhancecommunicationcapability0fchild正nwith
hearingimpairmentbymeansofwriting

-Historyandcurrentsituationofcommunicationbymeansofwriting
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Itisempiricallybelievedintheeducationofdeafmutesstudentthatcommunication

capabilitybymeansoｆｗｒｉｔｉｎｇｗｉｌｌｉｍｐｒｏｖｅｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈｈearingimpairedstudemts,

improvementsintheircapabiIitytoreadandwriteJapanese・Thisintumhasleadeducators

toputlessemphasisonpracticalcommunicationbymeansofwritingHowever・itis

essentialnotonlytolearnJapanesestructurally・buttoacquiretheabilitytopractically

utiIizethisknowIedgeinordertoenhancethecapabiIitytocommunicatebymeansof
writing

Moreover，consideringthecurrentsituationinwhichspeciaIeducationhasshiftedto

specialneedseducationandthefacttllatthesjgnihcanceofeducationatschoolslOrhearing

impairmentisbeinginquestionedschoolsfOrhearmgimpairedarerequiredtocarefOr

chi1drenwithhearingimpairmentfrompre-schooltopostschooleducation・

ThereareseveralskiIlsrequiredtoensurehearingimpairedchildrenintegrateintosociety

aftergraduation・ThisstudyfbcusesononenecessaryskilI，communicationbywritjng，and

suggestsapracticaleducationaImethodtoenhancecommunicationbywriting．

はじめに 在籍する幼児児童生徒への支援はもとより、地

域のセンタ－校として聾学校以外に在籍する聴覚

障害者への支援体制の整備も求められるように

なってきている。そして､｢個別の教育支援計画」

に基づく聴覚障害者の就学前から就労後の支援ま

で幅広い支援体制の整備も求められるようになっ

てきている。こうした変化の中、聴覚に障害のあ

る子どもたちの小学校段階から学校卒業後の自立

と積極的な社会参加を目指した教育支援のあり方

について、聴覚に障害のある子どもたちが、大多

数の聴者とともに生活するために必要な筆談力を

近年、障害者の自立と社会参加に対する一般

社会の理解が深まり、障害の有無に関わらず人々

がともに生きる共生社会へと移行しつつある中、

特殊教育は特別支援教育へと転換し障害児に対す

る教育支援のあり方が大きく変わろうとしてい

る｡この流れは､聾教育においても例外ではない。

．okinawaPrefectural0kinawaSchoolfOrtheDeaf

￣FacultyofEducation,UnLoftheRyukyus
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高める指導方法に関して考えたい。 で始められたことを記述している。

沖縄の聾教育の歴史は､①私立聾唖学校以前(明

治40年頃～大正１２年)、②私立聾唖学校時代（大

正13年～昭和6年)、③県立代用聾唖学校時代昭和

6年～昭和18年)、④県立盲聾唖学校時代（昭和１８

年～昭和20年)、⑤戦後閉校時代（昭和20年～昭

和26年)、⑥沖縄盲唖学校時代（昭和26年～昭和

29年)、⑦盲聾学校時代（昭和29年～昭和34年)、

③沖縄聾学校時代（昭和34年～現在）に分けら

れる。

沖縄の聾教育の歴史の中で、聾学校の教育内

容・方法として筆談が明記されているのは、昭和

27年の教師真栄城が本土の聾学校視察報告がなさ

れた頃までである｡その後の教育方法には｢普く」

ことについての表記は見あたらない。

筆者は、沖縄の聾学校で行われた筆談の内容に

ついて､｢沖縄の特殊教育史｣(沖縄県教育委員会，

1983)5)の第４章聾教育の編集にあたった具志川に

聞き取りを行った。

具志川は、戦前の教育については戦火による

資料消失のため確かなことは言えないとしながら

も、その当時を知る教師の話から、聾学校では学

習の内容理解を手話と筆談で行っていたようだと

話した。その筆談の内容は、手話だけでは伝えら

れない内容を単語で書いて補ったり確実に伝えた

い内容を文として書いたりしていたということで

あった。聾学校の教育に筆談を用いたことについ

て具志川は、口話法が知られていなかった時代で

の社会参加には日本語で書いて話すことができる

必要があり、そのために筆談の学習を行ったので

はないかと説明した。

口話法以降の教育で書くことについてどのよう

に扱われたかについて具志川は、日記、作文など

を中心に瞥記日本語の学習を行ったこと、話した

ことを文字で表したり、話者の口話を読みとりそ

れを文字で表したり、漢字や助詞、構文の学習な

ども行ったことを紹介した。

「沖縄の特殊教育史」（1983)5)および聞き取り

調査から、口話法導入以前は沖縄の聾教育も手話

を中心とした教育が行われる中、社会参加に必要

な日本語を習得させるために筆談を活用し、その

後は学習の補助手段として書くことが位置づけら

れたと考えられる。

聾教育の歴史と筆談

１．日本の聾教育の歴史と箪談

「聴覚障害教育の手引き」（文部省，1995)')お

よび松本，矢沢，前田（2005)2)によると、日本

の聾教育の歴史は、①盲唖院創設期、（明治11年

～明治20年頃)、②盲唖学校時代（明治20年代～

大正期)、③口話法の導入（大正3年～大正12年

頃)､④聾唖学校時代（大正13年～戦前､戦中期)、

⑤戦後に分けられている。

日本の聾教育の歴史の中で聾学校の教育方法と

して筆談が明記されているのは、口話法の導入の

大正12年頃までである。その後の教育方法には、

香き言葉、書記言語、文字として表記されるよう

になっていった。

東京盲唖学校、東京聾唖学校の教育で筆談を

用いたことについて、前田（1994)3)は、「小西信

八の聾教育論」の中で、「社会参加を目標として

日本語を獲得させるために小西が選択した方法で

あったが、筆談は口話法に積極的になれず手話法

を否定した妥協の選択だったと考えられる」と指

摘している。

また伊藤（1998)4)は、古河太四郎が京都盲唖

院での指導をそれまで古河が実践してきた自然的

身振りをもとにした手勢法（手真似）で行われた

ことを指摘している。京都盲唖院は、手真似と文

字（瞥記語）を用いて教育開始しその後、手話と

瞥き言葉（筆談）を用いて教育を行うようになっ

たことが「聴覚障害教育の手引き」（1995)')で述

べられている。

これらのことから、大正12年頃までの聾学校で

は手話を中心とした教育が行われる中、社会参加

に必要な日本語を習得させるために筆談を活用し

たと考えられる。

２．沖縄の聾教育の歴史と筆談

沖縄県の聾教育について具志川（1983)5)は、

沖縄県教育委員会編の「沖縄の特殊教育史」の中

で、本県における本格的で近代的な聾唖者の教育

は、大正13年田代清雄によって私立沖縄聾唖学校
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３．筆談の定義

文部省の「聾教育の手引き」（1995)')は、筆談

ではなく文字を音声言語等の手段でのやり取りを

確認したり、記録したり、その場にいない特定の

相手への情報伝達、さらには掲示物などの不特定

多数の相手への伝達手段として有効なコミュニ

ケーション手段であると定義している。さらに文

字は、情報の受容・表出における文字活用（筆談

や板書等）は、聴覚活用、読話、発音、発語、指

文字等との併用による相乗効果が大きいと述べて

いる。

筆談について「要約筆記奉仕員養成講座一基礎

課程一テキスト（全難聴・全要研合同テキスト委

員会編）は、ロで話す代わりに大きめのメモ用紙

に文字を書いて意思を伝え合うこととしている。

また「大辞泉」（2005)`〕は、口で話す代わりに互

いに文字で書いて意思を伝え合うこととしてい

る。この2つの定義と前述の文字の定義を比較す

ると「聴覚障害教育の手引き」（文部省，1995)'）

で文字として定義されている内容は、筆談の定義

と同じであると考えられるが、公式に教育的定義

がなされているわけではないので筆談についての

公的な教育的定義はないと考える。

そこで本研究では、「日常のコミュニケーショ

ン手段を制限しない自然なコミュニケーションに

おいて、メモ用紙、筆談ボード、メール、チャッ

トなどのさまざまな筆談ツールを用いて互いに文

字で書いて意思を伝え合うこと」を筆談の定義と

する。

ている。

聾教育における教育支援のあり方の多様化に

ついて、松本，矢沢，前田（2005)幻は、これか

らの指導法として、手話と日本語の二つの言語を

個々の聴覚障害児の聴力・環境等に応じて、最適

の方法で習得すること、また、聾学校は聴覚口話

法からバイリンガル聾教育までの多様なニーズを

満たす指導法・教育態勢を準備することが望まれ

ると指摘している。Ｏ県の聾教育においても同様

のことが求められるであろう。

Ｏ聾学校小学部児童は、2005年４月現在で30名

であるが､そのうち人工内耳装用児は9名である。

また､デフファミリーは4名である。したがって、

松本らが指摘する通り、Ｏ聾学校においても幼

児・児童・生徒個々の教育的ニーズに合わせて手

話と日本語の二つの言語を個々の聴覚障害児の聴

力・環境等に応じて最適の方法で習得するための

教育環境を整えることが必要である。

また、特殊教育が特別支援教育へと移行し聾学

校の意義が問われる現状において、聾学校は、聴

覚障害児の就学前から卒業後までを見通した幅広

い支援を行うことが求められている。同時に各地

域の教育支援の実情に合わせた特色ある聾学校づ

くりが求められている。

1994年のサマランカ宣言は、すべての障害児の

インクルージョンを推奨しているが、聴覚障害

児に関しては１項目挿入して例外としている。サ

マランカ宣言の聴覚障害児に関する1項目の中に

は、「聴覚障害者のコミュニケーション手段とし

ての手話の重要性が認識されるべき」とあり、そ

れを受けて松本、矢沢、前田（2005)2)は、聴覚

障害者のノーマライゼーションの実現のためには

言語として手話を持ちうろこと、したがって聴覚

障害者集団の教育が必要であると指摘している。

また「特別支援教育を推進するための制度の在り

方について」の最終報告（文部省，2005)7)では、

特別支援学校（仮称）は複数の障害に対応した学

校として設置するとしている一方、従来どおり特

定の障害にも対応した学校として設置することも

認めている。これらは、聴覚障害者の教育支援を

聾学校で行うこと、つまり聴覚障害者集団での教

育の必要性を示唆している。聴覚障害者が聾学校

で教育を行うことを選択するのであれば、聾学校

聾教育の現状と筆談

１．聾教育の現状

1980年代後半から、聾教育に手話を導入する動

きが全国の聾学校に広がった。そして、現在で

は、聾教育の最早期から手話をベースにした教育

支援を求める動きがある。その一方で、補聴器の

性能の向上や人工内耳の普及により、聴覚を活用

した音声言語による教育支援を求める動きも依然

としてある。このように、近年、個のニーズに応

じた教育が求められるようになったことに伴い、

聾教育における教育支援のあり方が多様化してき

－５３－
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ン・言語手段に配慮して、声を使ったり、手話を

使ったり、指文字・文字などを使ったりし、互い

に配慮しあえることの重要性も指摘している。

上農や中井のほかにも、聴覚障害児の読み香き

の力、特に書く力については、文字認知、日記・

作文指導、教科学習など、様々な研究視点から、

その必要性、方法論、実践的研究がなされてき

ている（野村，l977lo)；浜崎，198011)；兼子，相

澤，佐藤，四日市．2003'2);中村，199513);坂本，

2005Ｍ)；井原，1982'5)。しかし、日本語の読み書

きの力、特に轡〈力について、ツールを制限しな

い筆談に関しての実践的研究としては取り上げら

れてこなかった。

口話法普及以後の聾教育の歴史の中で、筆談は

文字として表記され、口話法による日本語習得の

結果として使用が可能になるとされた。その後、

口話法の他にも、聴覚ロ話法、同時法、キユード

スピーチ、トータルコミュニケーション、手話法

など､さまざまな教育方法が行われたが､文字（筆

談）は口話法の時と同じ様に考えられてきた。そ

のため、聾教育において筆談を聾学校での学習と

して実践することはあまり重要視されなくなって

いった。

しかし、筆談は日本語の読み轡きの機会として

使用頻度の高いコミュニケーション手段である。

聴覚障害者が社会生活あるいは就労に際して、

聴者とコミュニケーションする時の手段として、

手話や口話の補助的な手段としてではあるが、

日常的に使われてきたコミュニケーション手段で

ある。

近年では、情報通信技術の発達により、ＦＡＸ

や電子メール、チャットなどの華談ツールが、

日常的に使用されるようになってきている。小田

（2002)'@)は、日本語の読み香き能力の伸展につ

いて指導法や概念の時代ごとの変遷についてまと

め、これからのリテラシーの概念と教育的な課題

の検討について述べている。小田は、聴覚障害

者にとっての機能的なリテラシー習得環境と使用

環境の総合的環境の必要性について指摘し、携帯

電話やインターネットに代表される様なコミュニ

ケーション様式の変化が、聴覚障害者のリテラ

シー習得にも大きな影響を与えていると述べてい

る。また、福祉などの公共サービスの手続きや職

'よ選択した聴覚障害者に対してその教育的ニーズ

に応える支援を提供しなければならない。

２・日本寵の雛み書きの力（リテラシー）と筆談

聴覚障害児にとって日本語の読み香きの力は、

通訳を介さず聴者と円滑なコミュニケーションを

行うために必要な能力である。また、聴覚障害児

が自立し社会に積極的に参加するためには、日本

語の読み瞥きの力を獲得するだけではなく、その

力を口話や筆談に活用する力を身につけることも

必要である。

上農（2005)１J)は、聴覚障害児が瞥記日本語の

能力を習得するためには、聾学校の教師が瞥記日

本語の特質と獲得条件について理解し指導を行う

必要があることを示唆している。そして、替記日

本語の特質と獲得条件の理解とは、教師が、聴覚

障害児が瞥記日本語を稜得する困難さと聴覚障害

児の言語発達に替記日本語獲得の発達段階を関連

させることの重要性を理解することだと述べてい

る。また上農は、瞥記日本語の習得には、聞こえ

るか聞こえないかはあまり問題ではなく、瞥記日

本語独自の意識的な練習、意図的な訓練が必要だ

と指摘し、聞こえない子どもたちが読み香きの力

をつけるためには、かなりの量の文章を実際に手

を動かして「香〈」必要があることを明言してい

る。そして、瞥記日本語を聞こえない子どもたち

に習得させる際は、出来るだけ合理的に、そして

可能な限り工夫して楽しく取り組ませることが肝

要だと指摘している。

上農が考える意図的な書記日本語の習得の実践

について中井（2005),)は、視覚言語である手話

コミュニケーションを通して言語を狸得し、それ

を日本語の力や学力につなげることの重要性を早

期教育の実践から指摘している。中井は、「聾児

の場合には日本語が自然に育たない｡｣と指摘し、

保育活動の中に日本語の習得を支援するプログラ

ムを新しい視点に立って構築することの必要性を

示唆している。その具体的な方法として、幼児の

日本語習得の課題に合わせて手話とともに口声模

倣を促したり、指文字で音韻を綴ったり、ロ話を

併用したり、文字で確認したりするなどの活動を

重ね、日本語の音韻形成を図っていくことの必要

性を強調している｡また､相手のコミュニケーショ
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場における重要な事項の伝達には筆談が特に有効
である。

聾学校の児童にとって、卒業後必要性が高い筆

談を活用して日本語の読み書きの力を高めること

は、上農が述べていた「出来るだけ合理的に、そ

して可能な限り工夫して、楽しく取り組ませる学

習」としてプログラムすることが可能な学習であ

る。また、筆談の学習を通して、経験にもとづい

た日記や手紙、新聞を替〈機会を多く設定するこ

とで、上農や中井が提唱する書記日本語の意図的

な学習になると考えられる。

項目の内容が、文替処理能力、コミュニケーショ

ン（筆談を含む)、マナー、就労意欲、職業技術、

職場の環境、情報保障など多岐にわたっているこ

とを考えると決して少なくない。

日本語の読み書きの問題に関する回答の中で、

「仕事上のコミュニケーションでは、聴障者の方

こそ筆談も活用するように心がけてほしい｡」「他

の人々との連絡に、電子メイルを活用するとよ

い｡」「聴者とのコミュニケーションは、すべて話

し言葉ですべきであると思い込まないでほしい。

筆談や身振りを交えてもかまわないから、早く深

く相手に理解してもらえればよいのである｡」に

ついては、日本語の読み書きの力を身につけるこ

とを筆談を通して学習する機会の必要性を示唆し

ている。

Ｏ聾学校は、平成16年度から平成17年度まで

２年間「Ｏ県心身障害児職業自立推進重点枝」

に指定ざれ研究を行った。その最終報告（沖縄ろ

う学校，2005)2')の聴覚障害児の職業自立に関す

る質問紙調査の結果で保護者と聾学校教師の考え

る就労への課題に「意志の伝達」が上位項目にあ

がった。特に聴者の職員との日本語を介した意志

の伝達に課題があることが、ｏ聾学校の同報告香

（2005)2')の本人のおよび雇用者を対象とした質

問紙調査の結果から指摘されている。ｏ野学校指

定研究最終報告書（2005)21)の質問紙調査の結果

から、Ｏ聾学校においても小池（2000)､)の聴覚

障害者の就労に関する研究で指摘された課題と同

様に、意志の伝達に必要な日本語の読み香きの力

に課題があることが明らかになった。

筆談は、日本語の読み書きの力を基礎に成立す

るコミュニケーション手段である。そのため筆談

の内容には、聴覚障害児の読み香きの力が端的に

現れる。したがって、読み書き、特に瞥〈力が苦

手な児童は、箪談をすることの必要性を理解して

いても容易に筆談を行わない。また、筆談は、あ

くまでコミュニケーションの補助的な手段として

用いられているため、聾学校の児童がその必要性

を正確に理解しているとは考えにくい。

そこで小学部段階から意図的に筆談する機会を

設定することにより、児童の筆談意欲を高めると

ともに筆談の必要性を理解させることが重要で

ある。

３．社会生活および就労に際しての聴覚障害者の

コミュニケーション手段と箪騒の実魍

福田,森本,四日市（l99uDl7)は、先天性の重

度聴覚障害者1696名に対してコミュニケーション

手段の使用に関する実態調査を行っている。その

調査結果から､聴覚障害者は､相手によってコミュ

ニケーション手段を使い分けること、音声言語で

のコミュニケーションが要求される場面では筆談

を用いており、情報補償の手段として手話だけで

なく文字による補償への希望も同様に多かったこ

とが明らかになっている。

根本，石原（1998)'8)は、筑波技術短期大学の

卒業生を対象にコミュニケーション実態調査を

行った結果、聴覚障害者は、職場や健聴者との

やり取りにおいてコミュニケーションの発信と

受信ともに筆談を使う頻度が高いことを指摘して

いる。

また、星加（1997)'，)は、聴覚障害者を受け入

れる側の環境を整えることの必要性とともに聴覚

障害者自身が社会の要望に沿うような努力を行う

ことが必要とし、コミュニケーション手段は筆談

をベースにすることの必要性を提唱している。星

加は、聴覚障害者が就労に際しての現実的な対応

として、筆談の重要性を示唆している。

こうした現実的な対応の必要性は､小池（2000）

20)の研究からも推測できる。小池は、筑波技術短

期大学の卒業生の就職先評価の分析を行っている

が、その研究の中で職場の上司の回答を86項目に

集約整理している。その項目には、日本語の読み

書きの問題に関する回答が,3項目ある。これは、

－５５－
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最終報告書

おわりに

筆談力を高めるためには、筆談の基礎となる日

本語の読み書きの力を高めること、つまり日本語

を構造的に習得することが必要である。そして日

本語を運用する力を高めること、すなわち構造的

に習得した日本語を機能的に活用できる能力を習

得する必要がある。

前述の日本語を構造的に習得する力を高めるこ

とに関しては多くの先行研究がある。しかし、後

述の日本語を機能的に運用する力を習得すること

を小学部段階の教育から実践する研究に関しての

先行研究はほとんど見あたらない。

今後筆者は、聾学校小学部の児童に対して筆談

の実践を行い、日本語を機能的に運用する力を習

得するための指導法に関する実践的研究を行い、

聾学校の小学部で筆談力を高めるための指導の必

要性を検証していきたい。

付記

本研究を進めるにあたって、聾教育の歴史に関

する貴重な情報提供及び御助言を頂きました筑波

技術大学教授の根本匡文氏、元沖縄県立沖縄ろ

う学校校長の具志川聰子氏、聴覚障害者の就労後

の現状に関する情報提供及び御助言を頂きました

筑波技術大学教授の石原保志氏、新井孝昭氏、及

び文献研究にご協力頂きました方々に深謝いた

します。皆様の今後のご発展を心より祈念いたし

ます。
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